
４月より 
施行！ 

働き方改革の準備は万全ですか？ 

働き方改革関連法が、いよいよ2019年4月より順次施行されます。 
皆様、準備はできていますでしょうか。 
昨年９月に実施した第１弾セミナーの後にも、新しい情報やさらに明確になっ
た情報などが出てきています。今回のセミナーでは、実際、企業は４月までに
どのような準備をしておかなければならないのか？について、解説致します。 
働き方改革関連法の内容を復習されたい企業様にも、これから準備が必要な企
業様にとっても、必聴の内容となりますので、ぜひご参加下さい。 
 

（※第１弾に参加されていないお客様も、ご参加いただくことができます。） 

2019年2月20日（水） 午前10時～12時 
  会場：三島商工会議所4階（大会議室） 

     静岡県三島市一番町2-29 

  定員：50名（定員になり次第締切）   

  講師：あおば社会保険労務士法人 

     社会保険労務士 藤原英理・佐野高根 

≪セミナー内容≫ 
  ◆働き方改革関連法に関するポイントの復習 
      今回の改正概要や企業がすべきことについて復習解説します。 

  ◆企業が４月に向けて、準備しなければならないこと 
      働き方改革に向けて、実際に必要となる取り組み例を解説します。 

裏面の申込書をご記入の上、FAXでお申し込み下さい。受講票を郵送させていただきます。 

※定員になり次第締切とさせていただきます。 

※東京・大阪会場は別途企画中です。お問合せ下さい。 
 

 お問合せ：あおば社会保険労務士法人セミナー係（ＴＥＬ０５５－９８３－６７７０） 

お申込みについてご不明点は 
お気軽にお問合せください。 

受講料 

無料 

有給休暇管理・ 
労働時間管理 
はどうすれば 

 いいの？ 

＜第２弾＞ 
概要復習 
  ＆実践編 

企業の働き方改革 
 対応セミナー 
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② 
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※お役立ち情報等をお送りする際に利用させていただきます 

住所 

〒   ‐  
 
 
※受講票やお役立ち情報等をお送りする際に利用させていただきます       

ご質問等 

※働き方改革についてのご質問、ご要望、確認したい点等、何かありましたら予めお知らせいた 
 だけましたら準備いたします。（個別にご回答させていただく場合があります） 

三島商工会議所 
静岡県三島市一番町2-29 

※駐車場は御座いませんので予めご了承ください。  
   近隣のコインパーキングをご利用下さい。  

※定員になり次第締め切りとなります。申込み受付完了後受講票をお送り致します。 

■ セミナー参加申込書 ■ 
～企業の働き方改革対応セミナー 第２弾～ 

2019年２月20日（水）午前10時～ （会場：三島商工会議所） 

申込日 2019年    月    日 


